
令和２年第１７回たつの市教育委員会定例会議事日程 

 

と き 令和２年１０月２７日（火） 

                                午後１時３０分 

ところ 市役所新館２０２、２０３会議室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 教育長諸報告 

 （１）令和２年第６回たつの市議会定例会の日程について 

（２）新型コロナウイルス感染症への対応状況について 

（３）たつの市教育支援委員会について 

 （４）不登校・いじめについて 

 

 

４ 議事 

  議案第５５号  たつの市立学校教育職員の業務量の適正な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保 

を図るために実施すべき措置に関する方針の策定について 

 

 

５ 自由討議 

 

 

 

６ 次回教育委員会開催予定日   令和２年１１月２６日（木） 午後１時３０分～ 

〃    開催場所    （  新館４階 災害対策本部兼大会議室  ） 

  次々回教育委員会開催予定日  令和２年１２月  日（ ） 午後２時～ 

     〃    開催場所   （             ）  

 

 

７ 閉会宣言 

 

 



 

令和２年第１７回たつの市教育委員会定例会会議録 

           

                          と き 令和２年１０月２７日（火） 

                        午後１時３０分 

                            ところ  市役所新館２０２、２０３会議室 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

事務局 

 

 

ただ今から、令和２年第１７回たつの市教育委員会定例会を開会します。 

  

 それではまず始めに、会議録署名委員の指名を行います。●●委員を指名します。よろしく

お願いします。 

 

 次に、会議の公開又は非公開の決定を行いたいと思います。 

 教育長諸報告のうち、（３）たつの市教育支援委員会について、（４）不登校・いじめについ

ては、たつの市教育委員会会議規則第９条第１項第７号の規定により、非公開にすることが適

切であると思われます。賛成の方は挙手願います。 

  ＜ 挙手 ＞ 

 賛成が出席委員の３分の２以上の多数と認め、非公開と決定します。 

 

 それでは、先に公開案件を審議した後、非公開案件の審議を行います。 

 

 それでは、３教育長諸報告に入ります。 

（１）令和２年第６回たつの市議会定例会の日程について、事務局ご報告願います。 

 

  ＜ 事務局 資料（市議会日程表）に基づき説明 ＞ 

    

 何か、ご質問等はございませんか。 

 ないようですので、次に、（２）新型コロナウイルス感染症への対応状況について、事務局説

明願います。 

 

  ＜ 事務局 説明 ＞ 

   ９月市議会補正予算における新たな事業を説明 

    ・スクールサポートスタッフの追加 

      小学校１５クラス以上 （小宅小２名、神部小１名、御津小１名） 

      中学校１２クラス以上 （龍野東中、龍野西中、新宮中、揖保川中 各１名） 

    ・感染者が発生した場合の教育施設の消毒作業委託の経費 

    ・緊急事態宣言中に市内の民間こども園等に従事された方を対象に１人３万円を支給 

    ・インフルエンザの流行により医療機関の混乱を防ぐため、小中学生のインフルエン 

ザ予防接種費用を助成 

    ・図書館の本の消毒機を導入 

  

   ・運動会、体育大会 ほぼすべての小中学校で実施 

   ・修学旅行     日帰りで実施 

    

・運動会    すべての園で規模を縮小して実施 

   ・バス遠足   人数を絞り、工夫をしながら実施 

   ・今後の予定  音楽会は参観日と合わせて実施したり、合奏だけにするなど、 

工夫をして実施予定 

    

 以上のことで、何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

 小学校の自然学校は終わりましたか。 

 

 自然学校は、泊なしの３日間というスケジュールで、現在はほぼ実施済みの状況です。 
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教育長 
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委員 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

教育長 

 

委員 

 

 

 

教育長 

 以前におっしゃっていましたが、自然学校の３日間を連続するか飛び飛びで実施するという

ことでしたね。これまでは泊で長期間でしたので遠いところに行っていましたが、今年は、近

場で有意義な学習ができたのではないかと思います。今年度実施した中で、何か特色はありま

すか。 

 

 近隣では、宍粟市の国見の森、佐用町の天文台、また、家島へカヌー体験などをした学校も

あります。その中で一番身近なところでは、鶏籠山の登山をした学校もあります。 

 

 分かりました。 

 こども園の生活発表会は、一番寒い時期に実施されていましたが、今年度も実施されるので

すか。 

 

 実施する方向で考えています。生活発表会は年間の成果を見ていただく場ですので、実施す

ることを前提に、どうやったらできるのかを考えているところです。会場内の人数を極力少な

くするなどの工夫を考えています。 

 

 分かりました。２月の寒い時期に実施することとなりますので、インフルエンザ等の感染も

心配です。しかし、生活発表会は園児にとってメインの行事ということですので、工夫をしな

がら実施していただければと思います。 

 

 園長は実施したいという思いが強いですが、あくまでも「感染状況を踏まえて」ということ

を意識する必要があります。実施したいという前のめり感がある中、感染状況によっては中止

せざるをえないことも念頭においた上で計画してください。 

 

 分かりました。 

 

 他にご意見はございませんか。 

 ないようでしたら、議事に入ります。議案第５５号「たつの市立学校教育職員の業務量の適

正な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために実施すべき措置に関する方針の策

定について」、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 

 説明は終わりました。何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

 ５つ質問します。 

 方針はどのように決めていくものなのかを教えてください。 

 

教育を進めるにあたっての方針の策定は、基本的に教育委員会定例会に諮り決定していきま

す。 

 

 文科省からの学校での内容のものですが、幼児施設の園の方でも方針はあるのですか。 

 

 園の職員は市職員となりますので、市の総務課から出している方針に基づいて管理をしてい

ます。 

 

 方針中の「在校等時間」の考え方の確認ですが、「在校等時間に含まないもの」は、「休憩時

間等」は、学校にいる時間内ではありますが、「在校等」に含まないということですね。 

 

 そのとおりです。 

 

 「校長の命により」という文言がありますが、生命に関わる緊急時等においては、校長の確

認が取れないからといって対処が遅れるということがないよう、その場できちんと判断してい

ただきたいと思います。 

 

 分かりました。 



 

委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業務の持ち帰りについてですが、基本的には持ち帰りはいけないと言いつつ、場合によって

は致し方ないというニュアンスとなっています。本来持ち帰りは禁止となっているところです

が、もし、やむを得ず業務を持ち帰る場合、在校等時間には含まれるものなのでしょうか。 

 

 在校等時間には含みません。また、子どもの成績情報等、個人情報に関わるものは絶対に持

ち帰ることはいけません。また、そのような中、個人情報以外のすべての業務について一律に

持ち帰りを禁止してしまうと、業務が処理しきれなくなる場合も出てきます。この場合は、在

校等時間における業務が増えてしまうことになります。以上のことから、持ち帰りは禁止しつ

つ、現実的に持ち帰りが必要となる場合があるということを想定した文言としているものです。 

 

 もし、そのようなことがあっても、持ち帰らずにすむように、業務を適正な量に改善してく

ださいということですね。分かりました。 

 

 この方針に該当する方は、教職員の方ですね。この方針の中に「市教育委員会」の文言も入

っています。市教育委員会はどのような関わりがあるのですか。 

 

 この方針の内容は学校長が一時的に行うこととなるのですが、これを教育委員会がきちんと

管理していかなければならないこととしているものです。 

 また、校長の命による特に重要な業務のうち、学校長等の判断で見込みが立てられない業務

については、教育長と別途協議の上、判断していくものとしています。 

 

 分かりました。 

 

 文章の中に、「教育職員」と「教職員」と混在しています。違いはあるのですか。 

 

 「教育職員」とは、教育職員免許法で規定された学校の主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教

諭、講師等教員免許を有する職員であり、「教職員」とは事務職員や用務員、給食調理員も含め

た職員のことを言います。本方針の根拠条例である規則は、「教育職員」を対象としたものであ

りますが、実際に学校で取り組みを推進するにあたっては、学校に勤務する「教職員」を対象

としているため、言葉を使い分けているものです。 

 

 この定例会で承認をいただきましたら、１１月の校長会にて指示指導をしていく予定です。 

 それでは、採決に入ります。議案第５５号は、原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第５５号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 以上で、公開案件の審議は終わり、ここから非公開案件の審議に移ります。 

 

  ＜ 非公開案件の審議 ＞ 

 

 

続きまして、自由討議に移ります。何か討議事項をお持ちの方はいらっしゃいませんか。 

 

 ないようですので、これで自由討議を終わります。 

 

 次に、次回以降の教育委員会定例会の開催予定日について、事務局説明願います。 

  ＜ 次回、次々回定例会の日程調整 ＞ 

 

 以上で、第１７回教育委員会定例会の日程は、全て終了しました。これをもちまして閉会し

ます。 

 

 



 

午後２時３０分終了 
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